
【新型コロナウイルス関連情報】 

アイルランドにおけるワクチンの接種（滞在資格を有する在留邦人は無料接種の対象） 

（１月２８日発出領事メール） 

 

アイルランド外務省から、アイルランドの滞在資格を有する在留邦人は、ワクチンの無料

接種の対象となるとの通報がありました。ワクチン接種にご関心のある方は、最新のアイル

ランド政府・保健当局の発表や報道に十分注意してください。このお知らせは、ワクチン接

種に関するアイルランド政府の対応につきお知らせするものであり、日本国大使館として

接種をお勧めしているものではありません。接種を受けるか否かについては、ご自身でご判

断下さるようお願いします。 
 

１ アイルランド外務省から日本国大使館に対し、アイルランドの滞在資格を有する在留

邦人は、ワクチンの無料接種の対象となるとの通報がありました（観光等で滞在している一

時的な訪問者は対象外）。 

※アイルランド政府の国家ワクチン接種計画戦略は、次のＵＲＬからご参照下さい。 

https://assets.gov.ie/108854/babc7d1b-cb10-49db-8dd0-0c7408dea162.pdf 

※上記の戦略とともに発表されたワクチン接種実施プランは、次のＵＲＬからご参照下さ

い。 

https://assets.gov.ie/108852/47f46ced-3f0d-4ff7-bac7-53a3d17923eb.pdf 

※アイルランド政府のワクチン接種関連ポータルサイト 

https://www.gov.ie/en/campaigns/199e6-covid-19-vaccine/ 

 

２ 国家ワクチン接種計画戦略に基づき、１位から１５位までの接種優先順位を定め、昨年

１２月２９日からこの順位に沿って無料で接種が行われています。優先１位は長期居住型

ケア施設の入居者（６５歳以上）と同施設職員、同２位は最前線の医療従事者、同３位は７

０歳以上の者とするなど、年齢、職業、健康状態等の条件によって１５位までのグループが

決められています。本日（１月２８日）時点では、１位と２位の接種が行われています。ア

イルランド政府が発表した、接種優先順位の詳細については、次のウェブサイトをご参照下

さい。 

 なお、最近は、ＨＳＥ関係者をかたり、携帯電話やテキストメッセージによりワクチン接

種やパンデミック失業手当を理由に個人情報を聞き出したり、代金の支払いを求める手口

での詐欺事件の発生も確認されておりますので、くれぐれもご注意下さい。 

 

※アイルランド政府が発表した現時点でのワクチン接種優先順位は、次のＵＲＬからご参

照下さい。 

https://www.gov.ie/en/publication/39038-provisional-vaccine-allocation-groups/ 



※アイルランド政府は、ワクチン接種回数の最新の実績を Covid-19 データハブのウェブサ

イトで発表しています。次のＵＲＬからご参照下さい。 

https://covid19ireland-geohive.hub.arcgis.com/ 

 

３ 新型コロナウイルスの最新情報は下記に掲載されています。 

＜日本国大使館のウェブサイト＞ 

https://www.ie.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00004.html 

＜保健サービス委員会(HSE)の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト＞ 

https://www2.hse.ie/coronavirus/?source=banner-www 

＜政府の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト＞ 

https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/ 

 

４ 新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には、下記代表電話にご連

絡ください。 

 

 

在アイルランド日本国大使館 

電話番号（代表）：01-202-8300 E-mail（領事班）：consular@ir.mofa.go.jp 

 


